
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分かる授業、楽しい授業のために 
教材制作センターを利用しませんか・・・ 

岐阜市教育委員会 学校指導課 教育研究所 

大判カラープリンタ、ＰＣ、スキャナ 大判ラミネータ カラープリンタ（オルフィス） 丁合機 

１ 利用できる機器 

２ 利用までの流れ 

１【事前】岐阜市教育研究所に「岐阜市教材制作 

センター機器使用願」（様式１）を提出する。 

様式は、統合型校務支援システム「Te-Com 

p@ss」上にある。 

２【事前】岐阜市教育研究所から「岐阜市教材制作

センター機器使用許可書」の返却を受ける。 

３ 岐阜市教育研究所に使用許可書を持参し、研究

所職員の助言を受けて機器を操作する。 

４ 作成する教材のデジタルデータを持参して教材制作センターのパソコンで編

集・印刷したり、スキャナでデータを取り込んだりして編集・印刷することも

可能です。（印刷内容や印刷枚数を制限する場合があります。） 

３ 利用時間 

■平日  ９：００～１８：００ 

■長期休業期間  ９：００～１７：００ 

＊土日・祝日、学校閉庁期間は除きます。 

Ａ０版、Ｂ０版まで対応しています 中学校区に１台同等機があります 


